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佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
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佐
賀
県
訓
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甲
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二
号
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の
一
部
を
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の
よ
う

に
改
正
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別
表
第
三
の
建
築
住
宅
課
の
建
築
に
関
す
る
事
務
の
項
の
課
長
専
決
事
務
の
欄
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

 
６
 
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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